
ヤ
で
あ
っ
た
（
前
一
六
七
年
）
。
ゼ
ウ
ス
に
犠

牲
を
さ
さ
げ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
そ
れ
を
監
視
す

る
役
人
を
殺
害
、
こ
の
一
族
は
ユ
ダ
の
荒
野

に
逃
れ
、
ま
た
各
地
か
ら
参
加
す
る
者
多
く
、

マ
カ
バ
イ
戦
争
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
（
前
一
六
七
─
一
六
二
）
。

『
旧
約
聖
書
続
編
』
（
旧
約
外
典
、
ア
ポ
ク

リ
フ
ァ
）
の
「
マ
カ
バ
イ
記
一
」
「
マ
カ
バ
イ

記
二
」
は
こ
の
間
の
記
録
と
物
語
で
あ
る
。

『
続
編
』
に
つ
い
て
は
、
折
が
あ
っ
た
ら
、

解
説
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
は
正
典
の
中
に
入
れ
、
新
共
同
訳

の
旧
約
と
新
約
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。

ユ
ダ
ヤ
の
独
立
、
ハ
ヌ
カ
ー
祭

マ
タ
テ
ィ
ア
は
一
年
で
病
死
、
三
男
の
ユ

ダ
が
後
継
者
と
な
り
、
次
々
に
ゲ
リ
ラ
戦
に

勝
利
を
収
め
て
い
っ
た
。
マ
カ
バ
イ
は
「
鉄

槌
」
の
意
味
で
、
マ
カ
バ
イ
の
戦
い
全
般
に

用
い
ら
れ
た
が
、
優
れ
た
戦
略
家
で
あ
っ
た
。

前
一
六
四
年
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
解
放
、
異

教
の
祭
壇
な
ど
全
て
は
除
去
さ
れ
「
宮
潔
め
」

神
殿
の
再
奉
献
式
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
清

浄
な
油
が
一
日
分
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た

の
に
、
補
給
の
清
浄
な
油
が
届
く
ま
で
八
日

間
も
燃
え
続
け
た
と
い
う
。
こ
れ
が
ユ
ダ
ヤ

教
の
ハ
ヌ
カ
ー
の
祭
り
の
起
源
で
あ
る
。
ハ

ヌ
カ
ー
は
「
奉
献
」
の
意
味
、
ま
た
「
燈
火

の
祭
り
」
、
毎
年
十
二
月
頃
八
日
間
行
わ
れ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
わ
な
い
が
、

時
を
同
じ
く
す
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

な
ら
ん
で
楽
し
い
時
を
過
ご
す
。
メ
リ
ー
・

ク
リ
ス
マ
ス
と
同
様
に
、
ハ
ッ
ピ
ー
・
ハ
ヌ

カ
ー
と
挨
拶
す
る
。

ユ
ダ
は
の
ち
戦
死
、
弟
の
ヨ
ナ
タ
ン
が
指

導
者
と
な
り
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
制
し
、
そ
の

死
後
、
ユ
ダ
の
次
男
シ
モ
ン
は
「
大
祭
司
、

民
族
支
配
者
、
ユ
ダ
ヤ
軍
最
高
司
令
官
」
と

い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
、
「
真
の
預
言
者
が

世
に
出
る
ま
で
」
世
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

「
王
」
と
い
う
称
号
は
用
い
な
か
っ
た
が
、

パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
主
権
を
確
立
し
、
ロ

ー
マ
や
ス
パ
ル
タ
（
ギ
リ
シ
ア
）
と
国
交
を

樹
立
す
る
な
ど
、
ユ
ダ
ヤ
は
そ
の
勢
力
を
拡

大
、
維
持
し
た
。

こ
の
事
は
前
一
四
二
年
、
エ
ル
サ
レ
ム
に

召
集
さ
れ
た
「
大
集
会
」
に
よ
る
も
の
で
、

こ
の
時
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
独
立
国
家
の
回
復
と

す
る
。
南
王
国
ユ
ダ
滅
亡
（
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
、

前
五
八
六
年
）
よ
り
四
五
三
年
の
こ
と
で
あ

る
。
（
マ
カ
バ
イ
記
一
・
一
三
章
─
一
五
章

他
）ハ

ス
モ
ン
家
は
こ
の
後
、
支
配
者
（
王
）

の
継
承
争
い
を
は
じ
め
、
国
内
政
治
の
乱
れ
、

外
国
と
の
関
係
な
ど
様
々
な
変
動
は
あ
っ
た

が
、
前
六
三
年
、
ロ
ー
マ
の
将
軍
ポ
ン
ペ
イ

ウ
ス
が
エ
ル
サ
レ
ム
を
占
領
、
ハ
ス
モ
ン
家

最
後
の
支
配
者
ア
リ
ス
ト
プ
ロ
ス
を
降
伏
さ

せ
、
ユ
ダ
ヤ
に
は
総
督
が
置
か
れ
、
ロ
ー
マ

の
支
配
下
に
入
り
そ
の
独
立
は
再
び
失
わ
れ

た
。そ

の
後
ロ
ー
マ
内
の
権
力
の
変
遷
が
次
々

と
生
じ
た
が
、
ヘ
ロ
デ
と
い
う
権
謀
術
数
に

た
け
た
人
物
が
、
前
三
七
年
に
、
ロ
ー
マ
元

老
院
に
よ
っ
て
「
ユ
ダ
ヤ
の
王
」
に
任
命
さ

れ
、
さ
ら
に
大
王
と
呼
ば
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
。イ

エ
ス
の
降
誕
は
ヘ
ロ
デ
大
王
（
前
三
七

─
四
年
）
の
末
期
、
ロ
ー
マ
皇
帝
ア
ウ
グ
ス

ト
ゥ
ス
、
シ
リ
ア
総
督
キ
リ
ニ
ウ
ス
が
住
民

登
録
を
行
っ
た
前
四
年
と
さ
れ
る
（
ル
カ

二
・
一
）
。

ロ
ー
マ
時
代

第
一
反
乱

ヘ
ロ
デ
大
王
を
も
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
ロ
ー

マ
総
督
の
支
配
下
に
入
っ
た
が
、
そ
の
圧
政

支
配
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
満
は
徐
々
に

高
ま
っ
て
い
っ
た
。

第
一
反
乱
は
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
在

位
前
二
七
─
後
三
四
）
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
兵
士

を
徴
募
、
各
都
市
に
配
備
し
、
人
口
調
査
に

パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
史
（
２
）

滝
沢

陽
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ギ
リ
シ
ア
時
代

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
は
前
三
三
四
年
、

マ
ケ
ド
ニ
ア
か
ら
東
方
遠
征
を
始
め
、
バ
ビ

ロ
ン
に
入
城
、
ペ
ル
シ
ア
を
滅
亡
さ
せ
、
な

お
中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
北
西
部
に
至
り
、

わ
ず
か
十
年
の
間
に
ギ
リ
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト

か
ら
イ
ン
ド
西
部
に
わ
た
る
大
国
家
を
建
設

し
た
。

大
王
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
東
方
へ
の
普
及

と
と
も
に
ペ
ル
シ
ア
文
化
の
保
護
を
図
り
、

両
文
化
は
融
合
し
、
新
し
い
ギ
リ
シ
ア
文
化

が
生
ま
れ
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
と
い
う
。

大
王
の
死
と
共
に
、
広
大
な
領
地
は
後
継

者
争
い
に
よ
り
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
マ
ケ

ド
ニ
ア
等
に
再
分
裂
を
し
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ
は
エ
ジ
プ
ト
・
プ
ト
レ
マ
イ

オ
ス
家
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
間
は
ユ
ダ
ヤ
人

の
生
活
は
安
定
し
て
い
た
。

「
七
十
人
訳
聖
書
」

こ
の
旧
約
聖
書
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
）
の
ギ
リ

シ
ア
語
訳
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
所
産
で
あ
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
二

世
（
在
位
前
二
八
三
─
二
四
七
）
に
招
聘
さ

れ
た
七
十
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
学
者
が
た
ず
さ

わ
っ
た
と
い
う
。
「
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
」

（
ラ
テ
ン
語
で
七
十
）
と
も
呼
ば
れ
、
わ
た

し
た
ち
の
旧
約
聖
書
の
配
列
は
七
十
人
訳
に

従
っ
て
い
る
。
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ユ
ダ
ヤ

教
経
典
は
律
法
、
預
言
、
諸
書
（
文
学
）
の

順
で
あ
り
、
ま
た
、
使
徒
パ
ウ
ロ
を
は
じ
め

初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
七
十
人
訳
を
用
い
て
い

た
こ
と
は
新
訳
聖
書
の
引
用
で
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
は
各
地
、
ギ
リ
シ
ア
、

ロ
ー
マ
の
植
民
地
都
市
に
も
増
加
し
、
当
時

の
世
界
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
を
用
い
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、
新
約
聖
書
が
ギ
リ
シ
ア
語

で
書
か
れ
、
各
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
徒
が
生
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ

の
教
会
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
の
は
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
文
化
を
背
景
と
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ

る
。マ

カ
バ
イ
の
反
乱

前
一
九
八
年
、
シ
リ
ア
の
ア
ン
テ
ィ
オ
コ

ス
三
世
の
時
代
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
信
仰
生
活

の
自
由
や
援
助
を
与
え
ら
れ
た
。
パ
レ
ス
チ

ナ
の
住
民
は
ユ
ダ
ヤ
人
、
サ
マ
リ
ア
人
、
イ

イ
ド
ゥ
メ
ア
人
（
エ
ド
ム
人
）
、
ナ
バ
テ
ア
人

な
ど
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
マ
ケ
ド

ニ
ア
人
が
入
植
、
ポ
リ
ス
（
都
市
国
家
）
を

作
り
、
各
地
に
活
動
、
前
述
の
よ
う
な
ギ
リ

シ
ア
時
代
が
展
開
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
四
世
（
在
位
一
七
五
─

一
六
四
）
は
政
権
を
取
る
と
ギ
リ
シ
ア
化
の

政
策
を
さ
ら
に
推
進
す
る
。
エ
ジ
プ
ト
征
服

は
失
敗
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
大
祭
司
を
更
迭
し

た
り
、
神
殿
の
財
宝
を
略
奪
、
律
法
の
書
を

燃
や
し
、
安
息
日
や
割
礼
な
ど
の
律
法
生
活

を
禁
じ
、
神
殿
や
国
内
各
所
に
ギ
リ
シ
ア
の

神
ゼ
ウ
ス
像
を
置
く
な
ど
し
て
、
前
一
六
七

年
、
ユ
ダ
ヤ
教
遵
守
禁
止
令
を
公
布
し
た
（
ダ

ニ
エ
ル
書
一
一
章
）
。

こ
の
弾
圧
に
抗
し
て
武
力
を
も
っ
て
立
ち

上
が
っ
た
の
が
、
ハ
ス
モ
ン
家
の
マ
タ
テ
ィ

ぶ

ど

う

園
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ば
れ
、
高
度
の
芸
術
と
文
化
を
誇
っ
た
が
、

一
四
五
三
年
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
り
滅
亡

し
た
。

三
二
五
年
、
キ
リ
ス
ト
教
は
東
西
全
土
に

わ
た
る
代
表
が
ニ
ケ
ア
に
お
い
て
第
一
回
公

会
議
を
開
き
、
三
位
一
体
を
強
調
す
る
ニ
ケ

ア
信
条
が
定
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
発
展
し
て
い

っ
た
。

大
帝
は

ま
た
第
二
叛

乱

後
、
「
ア

エ

リ

ア
・
カ
ピ
ト
リ
ー
ナ
」
と
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝

が
名
付
け
た
エ
ル
サ
レ
ム
を
「
エ
ル
サ
レ
ム
」

と
し
、
聖
地
と
し
、
皇
太
后
の
ヘ
レ
ナ
が
訪

問
す
る
ほ
ど
（
三
二
六
年
）
キ
リ
ス
ト
教
は

発
展
し
て
い
っ
た
。

ペ
ル
シ
ア
軍
来
襲

六
一
四
年
、
ペ
ル
シ
ア
軍
が
パ
レ
ス
チ
ナ

に
侵
入
、
二
〇
日
間
の
包
囲
の
の
ち
、
エ
ル

サ
レ
ム
を
占
領
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
大

部
分
が
殺
さ
れ
、
遺
跡
は
破
壊
さ
れ
た
。

六
二
九
年
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
奪
還
、
皇
帝

と
主
教
た
ち
に
よ
り
建
造
物
は
再
建
さ
れ
た
。

ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
壮
麗
な
教
会
堂
や
修
道

院
を
見
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
繁
栄
の

時
代
で
あ
っ
た
。

モ
ハ
メ
ッ
ド
（
五
七
〇
─
六
三
二
）
は
一

神
教
の
系
譜
を
継
ぐ
預
言
者
は
前
記
の
エ
ル

サ
レ
ム
の
奪
還
の
頃
、
信
徒
の
一
団
と
メ
デ

ィ
ナ
に
教
団
国
家
を
建
設
し
て
い
た
。

そ
の
死
後
、
旧
友
ア
ブ
・
バ
グ
ル
が
イ
ス

ラ
ム
の
初
代
正
統
カ
リ
フ
に
選
出
さ
れ
た
。

バ
グ
ル
は
軍
団
を
各
地
に
派
遣
、
ア
ラ
ビ
ア

半
島
全
域
の
支
配
を
確
立
し
た
。
サ
ラ
セ
ン

帝
国
の
完
成
で
あ
る
。

第
二
代
カ
リ
フ
は
六
三
八
年
、
シ
リ
ア
に

向
か
い
、
そ
の
途
次
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
包
囲

し
た
。
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
総
主
教
ソ
フ
ロ
ニ

オ
ス
は
平
和
を
求
め
、
無
条
件
降
伏
を
申
し

出
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
信
教
の
自
由
を
与

え
ら
れ
、
離
教
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
エ
ル
サ
レ
ム

に
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
エ
レ
サ
レ
ム
支
配

が
始
ま
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代

六
三
八
年
の
二
代
カ
リ
フ
に
よ
る
エ
ル
サ

レ
ム
支
配
か
ら
、
一
一
世
紀
末
の
第
一
回
十

字
軍
に
よ
る
エ
ル
サ
レ
ム
攻
略
で
、
四
六
〇

年
に
及
ぶ
イ
ス
ラ
ム
支
配
は
終
わ
っ
た
。

こ
の
時
代
、
歴
代
カ
リ
フ
は
、
バ
グ
ダ
ー

ド
を
首
都
と
し
、
他
の
宗
教
に
寛
容
で
あ
り
、

信
教
の
自
由
が
与
え
ら
れ
、
平
和
な
繁
栄
が

続
い
た
。
一
一
世
紀
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
宗

教
別
の
居
住
区
が
形
成
さ
れ
、
現
在
も
旧
市

街
は
、
イ
ス
ラ
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ

教
と
ア
ル
メ
ニ
ア
人
（
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
、

ギ
リ
シ
ア
西
部
の
古
代
国
家
に
発
す
る
）
に

分
か
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
巡
礼

者
が
訪
れ
は
じ
め
て
い
た
。

九
六
九
年
、
イ
ス
ラ
ム
の
シ
ー
ア
派
の
一

派
が
ア
フ
リ
カ
に
王
朝
を
建
て
、
続
い
て
ト

ル
コ
の
征
服
を
試
み
て
い
る
う
ち
に
衰
退
、

混
乱
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
一
〇
九
九
年
、
第

一
回
十
字
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
。

岩
の
ド
ー
ム

モ
ハ
メ
ッ
ド
は
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
昇
天
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
代
カ
リ

フ
・
ウ
マ
ル
は
、
七
〇
年
の
ロ
ー
マ
に
よ
る

破
壊
の
の
ち
、
放
置
さ
れ
荒
れ
果
て
て
い
た

神
殿
の
丘
を
整
え
（
そ
れ
ま
で
ビ
ザ
ン
ツ
時

代
の
サ
ラ
セ
ン
帝
国
の
王
た
ち
は
あ
え
て
手

を
触
れ
な
か
っ
た
）
六
三
八
年
、
木
造
の
モ

ス
ク
を
建
て
た
。
六
九
一
年
、
現
在
建
っ
て

い
る
黄
金
色
の
ド
ー
ム
（
円
天
井
）
を
持
つ
、

八
角
形
の
大
モ
ス
ク
が
六
九
一
年
に
完
成
、

何
度
も
内
外
の
修
復
、
整
備
が
あ
っ
た
が
、

今
日
も
原
形
を
と
ど
め
壮
麗
な
姿
を
示
し
て

い
る
。
中
央
に
巨
岩
が
低
く
横
た
わ
っ
て
い

る
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
そ
の
独
り
子
イ
サ
ク

を
奉
献
し
た
モ
リ
ヤ
の
地
の
山
で
あ
り
、
神

殿
の
至
聖
所
が
あ
り
、
ま
た
モ
ハ
メ
ッ
ト
が

昇
天
し
た
場
所
と
さ
れ
て
い
る
。

（
次
号
に
続
く
）

よ
っ
て
、
重
い
税
金
を
強
制
的
に
取
り
立
て

な
ど
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ガ
リ
ラ
ヤ
の
イ
ェ
フ
ダ
（
ユ

ダ
）
と
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
ツ
ァ
ド
ク
が
抵
抗

運
動
を
起
こ
し
た
。

一
方
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
議
会
（
サ
ン
ヘ
ド

リ
ン
）
で
は
、
貴
族
階
級
の
サ
ド
カ
イ
派
と

フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
律
法
学
者
が
議
席
を
占
め
、

反
ロ
ー
マ
的
な
熱
心
党
（
イ
エ
ス
の
十
二
弟

子
の
一
人
に
熱
心
党
の
シ
モ
ン
、
マ
タ
イ
一

〇
・
四
あ
り
）
は
行
動
的
で
あ
っ
た
が
、
つ

い
に
後
六
六
年
、
ロ
ー
マ
総
督
が
エ
ル
サ
レ

ム
神
殿
か
ら
金
品
を
掠
奪
し
た
こ
と
を
機
に

大
反
乱
を
起
こ
し
た
。

反
乱
者
た
ち
は
勝
利
を
収
め
、
統
治
機
関

を
樹
立
、
硬
貨
を
鋳
造
し
、
七
つ
の
軍
管
区
、

指
揮
官
を
置
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

マ
サ
ダ
の
要
塞
、
神
殿
炎
上

皇
帝
ネ
ロ
は
、
し
か
し
、
有
能
な
将
軍
に

三
師
団
を
与
え
、
紀
元
七
〇
年
、
エ
ル
サ
レ

ム
を
占
領
、
神
殿
は
炎
上
、
完
全
に
破
壊
さ

れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
殿
を
失
っ
た
ま
ま
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
神
殿
跡
に
は
後
に
イ
ス
ラ

ム
の
モ
ス
ク
（
黄
金
の
ド
ー
ム
、
岩
の
モ
ス

ク
）
が
建
て
ら
れ
、
現
在
、
こ
の
神
殿
の
下

方
の
西
壁
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ユ
ダ

ヤ
人
が
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
の
は
衆
知
の

通
り
で
あ
る
。

マ
サ
ダ
の
要
塞
は
、
死
海
の
西
岸
に
向
か

っ
て
約
三
九
〇
米
の
急
斜
面
の
岩
山
に
建
て

ら
れ
た
。
七
〇
─
七
四
年
、
シ
カ
リ
党
（
短

剣
党
）
が
ロ
ー
マ
軍
に
対
し
最
後
の
抵
抗
を

試
み
、
つ
い
に
全
員
が
最
後
を
遂
げ
た
。
今

日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
独
立
と
国
家
へ
の
忠
誠
の

象
徴
の
場
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
場
で

あ
る
。

旧
約
聖
書
の
完
成

神
殿
破
壊
と
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
完
全
な

離
散
の
民
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人

社
会
は
ユ
ダ
ヤ
教
学
の
中
心
地
を
エ
ル
サ
レ

ム
か
ら
、
海
岸
の
ヤ
ブ
ネ
（
テ
ル
・
ア
ヴ
ィ

ヴ
の
南
約
二
〇
キ
ロ
）
に
移
し
、
ラ
ビ
の
学

府
（
律
法
、
ト
ー
ラ
ー
の
研
究
）
と
政
治
、

宗
教
の
最
高
議
会
（
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
）
を
設

置
し
ロ
ー
マ
の
統
治
の
下
に
も
、
そ
の
信
仰

と
民
族
の
伝
統
を
保
つ
努
力
を
し
て
い
る
。

そ
し
て
一
一
八
年
頃
、
ラ
ビ
の
会
議
を
繰

り
返
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
聖
書
の
「
正
典
」
を
最

終
的
に
決
定
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
前
提
と

な
る
旧
約
聖
書
の
完
成
で
あ
る
。

第
二
反
乱

ロ
ー
マ
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
（
一
一
七
─

一
三
八
）
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
異
教
の
神
殿
を

含
む
ロ
ー
マ
植
民
都
市
計
画
を
発
表
、
絶
望

し
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
（
一
三
二
─
一
三
五
）
最

終
的
な
反
乱
を
起
こ
し
た
。
シ
メ
オ
ン
・
バ

ル
コ
ホ
バ
（
星
の
子
）
が
率
い
、
ラ
ビ
・
ア

キ
ヴ
ァ
の
協
力
も
む
な
し
く
全
員
が
戦
死
も

し
く
は
捕
え
ら
れ
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
議

会
を
解
散
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
徹
底
的
に
弾
圧
、

ユ
ダ
ヤ
教
を
信
じ
る
者
を
死
刑
に
し
、
殉
教

者
を
多
く
出
す
と
と
も
に
、
外
国
へ
離
散
、

エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
五
世
紀
に
禁
令
は
廃
止
さ
れ
た

が
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
全
世
界
に
わ
た
る
離
散
の

地
に
と
ど
ま
る
者
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。

ビ
ザ
ン
ツ
時
代
、
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代

時
期
区
分

ロ
ー
マ
帝
国
は
三
九
五
年
、
東
西
に
分
裂
、

西
ロ
ー
マ
帝
国
は
ミ
ラ
ノ
、
の
ち
ラ
ヴ
ェ
ン

ナ
を
首
都
と
し
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
は
三
三
〇

年
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
開
都
式

を
あ
げ
た
。
そ
の
後
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
大
帝
は
東
西
を
統
治
、
三
一
三
年
、
ミ
ラ

ノ
勅
令
に
よ
っ
て
公
認
、
キ
リ
ス
ト
教
迫
害

を
中
止
、
信
教
の
自
由
を
認
め
、
救
援
物
資

な
ど
を
送
っ
た
。

東
ロ
ー
マ
帝
国
は
首
都
の
旧
名
ビ
ザ
ン
テ

ィ
ウ
ム
に
ち
な
ん
で
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
も
呼


